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札幌市介護保険条例等の一部を改正する条例 

（札幌市介護保険条例の一部改正） 

第１条 札幌市介護保険条例（平成１２年条例第２５号）の一部を次のように

改正する。 

  別表中１７の項を削り、１８の項を１７の項とし、１９の項を１８の項と

する。  

 （札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第２条 札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する条例（平成２５年条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２７５条第３項第２号中「第５号」を「第６号」に改める。 

 （札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正） 

第３条 札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成２５年条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第１７条の１２」を「第６４条第１号ハ」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 （理 由） 

 関係法令の一部改正に伴う規定整備を行うため、本案を提出する。 


